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皆さん、こんにちは。 

愛知県では緊急事態宣言が延長されましたが(９月 10 日執筆）、個人的には昨日ワクチン接種２回目を終了

し、少し安心している状況です。(ちょっとフラフラしますが(汗)) 
 

そういえば昔、「心筋炎」という病状を患ったことがあります。30 歳頃だったかと思いますが、この「心

筋炎」はコロナの症状にもあるらしいです。思い返すと、風邪かなと思っていたら２、３日後に体調が急変

し、緊急で市民病院に駆け込みました。その夜には血圧の急降下や心不全の症状が出て、集中治療室にうつ

り、夜中の３時頃に峠を迎えた記憶があります。今のコロナの症状を新聞等で見て、すごく似ているなと感

じていました。その当時も、ウィルスが原因では？とお医者さんに言われていましたし。 

新型コロナウイルスは勿論のこと、他にもウィルスは幾らでもいますし、常日頃から手洗いうがいをしな

いといけませんね。 
 

それはそうと、コロナワクチン接種１回目の時、なんと「金属片」が当たりまし

た！対象ロットだったのです。宝くじを買っても全然当たらないのに(泣) なにか

流れが変わったかもしれないので、今年は年末ジャンボを多めに買ってみることに

します。 
 

 ちなみに、日本国内の宝くじの当選金は非課税！ですが、海外の宝くじの当選金 

は課税！となります。最近はネット等で海外の宝くじを買うことも出来るようですので、注意が必要です。 

代表 

便り 

ワクチン２回目終了！ 

 

インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。 

具体的には、左の画像のように、 

①適格請求書発行事業者の氏名及び登録番号 

②取引年月日 

③取引内容（軽減税率の対象品目である旨） 

④税率ごとに区分して合計した対価の額 

 税抜、税込及び適用税率 

⑤税率ごとに区分した消費税額等 

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名 

が記載されたものをいいます。 

<次のページへ続く> 

本店 

便り 

インボイス制度の登録申請受付が開始されます！ 文責：亀田 

令和 3 年 10 月 8 日（金） 
 
誠に勝手ながら、上記期間は臨時休業を予定しております。 

緊急の場合は三上(090-1830-5990)までご連絡ください。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご了

承の程よろしくお願い申し上げます。 

臨時休業日のお知らせ 
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こんにちは。秋の声が聞こえる美しい季節が到来しましたね。スポーツの秋、読書の秋…とありますがや

っぱり食欲の秋💛多くの食材が旬を迎える秋はおいしいものでいっぱいですね☺ 
 

つい先日街の私の冷蔵庫（コンビニ）にて瀬戸焼きそばを発見！瀬戸市民としては食べんとかん！と思い

購入して食べてみたのですが…ナニコレ？違う！まったくちがーう！！藤井聡太くんフィーバーで「瀬戸」

とつけばいいと思ってない？ 

瀬戸焼きそばは一見普通のソース焼きそばにみえますが全く違うんですよ。「瀬戸焼きそば」の大きな特徴

は４つ。①麺は蒸し麺。麺に含まれる「かん水」を焦げるまでしっかり蒸しているので茶色いです。②具は

キャベツと豚肉。③味付けは醤油ベース。④瀬戸物の器で提供（テイクアウトを除く）。甘辛い醤油ダレがソ

ース焼きそばと違ってさっぱりして食べやすいんです。みなさま是非瀬戸市にいらして本場の瀬戸焼きそば

を食べてみてください！ 
 

…と熱くなってしまいましたが、お口直しに『NAOMI のこそっと事業所訪問』！！ 第四弾は瀬戸の

MUSTARDRUN さんです♪ 

“MRLab”の名で、楽天市場・Amazon にてアップルグッズのネッ

ト販売とポスターを含む看板業を展開されています。iPhone･Pixel

ケースは湾曲形状で滑りにくく・衝撃にも強い、と機能性も抜群で

すがそれだけではありません。オリジナルのデザインは個性的かつ

スタイリッシュで、さまざまなスタイルにスマホを変身させてくれ

ます。大切なスマホを汚れやキズから保護してくれるアイテムとい

うのはもちろんのこと、ここまでおしゃれなケースですと持ってい

るだけで心まで元気にさせてくれます♪ 

MUSTARDRUN さんご協力ありがとうございました。 

<次のページへ続く> 

 醤油の香ばしい香りに誘われて… 文責：大脇 
インター 

店 
便り 

<前のページからの続き> 

インボイス制度とは、上記事項の記載されている請求書などを発行・保存しておくという制度です。要件

を満たした請求書を保存しておくことで、仕入側は消費税の仕入税額控除を受けることができます。 
 

 インボイス制度の導入は 2023 年 10 月 1 日からスタートします。 

 制度の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者になっていなければなりません。この適格請求書発

行事業者の登録申請が、2021 年 10 月 1 日から受付開始されます。 

 

 

 

 

 

 

 

適格請求書発行事業者は、消費税課税事業者のみが登録できます。免税事業者はインボイス制度から除外

され、適格請求書を発行することができません。取引先から適格請求書の発行を依頼された場合、消費税課

税事業者選択届出を税務署に提出し、課税事業者にならなければなりません。 
 

 詳しくは、国税庁 HP 

(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm) 

または、担当者へご質問ください。 

【↓一押しのねこデザイン、 

楽天市場では 20 日の購入がお得です】 
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・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第 3 期分)  納付期限…10 月中において各自治体の条例で定める日 

・8 月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉 

                      申告期限…11 月 1 日(月) 

・2 月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分) 

                      申告期限…11 月 1 日(月) 

10 月の税務 

<前のページからの続き> 

さて、10 月といえば、毎年最低賃金が改定されます。 

最低賃金とは、最低賃金法にもとづいて国が賃金の最低限度を定めたものです。雇い主は、最低賃金額以

上の賃金を労働者に支払わなければなりません。2021 年度の全国平均は時給換算で 902 円から 930 円とな

り、いまの制度が始まった 1978 年度以来、最大の上げ幅となります。ちなみに愛知県は 10 月１日から

955 円と全国で 5 番目の高さです。 
 

最低賃金は、一般的に知られている都道府県ごとに設定されている地域別最低賃金と、都道府県別で産業

ごとに設定されている特定（産業別）最低賃金の２種類があります。よく、「試用期間中なら…」、「高齢者な

ら…」、「外国人なら…」、と最低賃金以下の時給設定が可能かどうかの質問を受けることがありますが、すべ

て答えは NO です。最低賃金が適用されないのは、例えば「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低

い者」を雇用する場合等です。ただしこの場合は、採用から 6 か月以内に「特例許可申請書」を都道府県労

働局長に提出し、許可されなければなりません。 
 

最低賃金を守らない場合、その差額を支払う必要があります。支払いに応じない場合は、最低賃金法に基

づき 50 万円以下の罰則が定められています。 
 

本社が愛知県で事業所が岐阜県というように、勤務地が各県に存在する場

合、愛知県の勤務地で働く労働者には愛知県の、岐阜県の勤務地で働く労働者

には岐阜県の最低賃金が各々適用されます。また、愛知県の本社と一括して岐

阜県の出張所が一の事業として取り扱われる小規模で独立性のない事業所であ

っても、複数の最低賃金の適用を受ける場合は高いほうが適用されます。 

今一度ご確認ください。 

行楽 

日記 

ハウステンボス 

7 月に長崎県のハウステンボスへ行ってきました。 

ハウステンボスはテーマパークとして日本最大の広さを誇るそうで、 

敷地面積は約 152 万㎡あります。東京ドーム 33 個分！ 
 

園内は整備されていてオランダ風の街並みがきれいですし、VR など最 

新技術を駆使したアトラクションがたくさんあり、五感を刺激されます。 
 

また、アスレチックやジップラインなど体をフルに使う遊びも楽しめます。 
 

私は、空中アスレチックのチャレンジコース（高さ 3ｍ）に挑みました。

下から見上げていると簡単そうに見えたのですが、足場が結構不安定で揺れ

る、揺れる。足がすくみ、へっぴり腰を家族に笑われてしまいました。 
 

夏はプールも入れますし、夜はイルミネーションもあります。 

すっごく暑かったですが、丸二日間楽しみました。 

文責：徳田 
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三上税理士法人 

■本店 

〒486-0914 愛知県春日井市若草通 4-92 

TEL:0568-44-2022 / FAX:0568-44-2039 

■春日井インター店 

〒486-0812 愛知県春日井市大泉寺町 108 番地 9 

TEL:0568-82-7770 / FAX:0568-82-7771 

◆共通メールアドレス  mikami@taxer.info 

代表 三上による経営相談をご活用ください！ 
 

2021 年 10 月開催スケジュール(要予約) 

10 月 12 日(火) 10～12 時 

10 月 13 日(水) 13～17 時 

10 月 14 日(木) 18～20 時 
 

ご予約電話番号 0120-974-830 

無料経営相談実施中！！！ 

昨年の年末調整では、基礎控除や給与所得控除等の見直しが行われ、控除申告書の様式が大幅に変更され

ました。今回は電子手続きを中心に令和３年の年末調整に関わる変更点を解説いたします。 
 

1. 年末調整申告書を電磁的方法で提供する場合の税務署長の承認廃止 

これまで、従業員の年末調整申告書を電子データで回収する際には、「源泉徴収に関する申告書に記載すべ

き事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を事前に税務署長に提出し、承認を受ける必要がありまし

た。今年からはこの事前申請が不要になり、年末調整の電子化を進めることにより、会社・従業員双方の事

務負担の軽減が期待されます。 
 

2. 税務関係書類における押印義務の見直し 

政府が進める「行政手続きのデジタル化」の推進に伴い、税務署長に提出する源

泉所得税関係の書類を含む申告書等についても、原則として押印が不要になりまし

た。国税庁のホームページで掲載されている申告書等の様式については、順次押印

欄のない様式に更新されており、「給与所得者の扶養控除等申告書」等についても

押印欄のない申告書となっています。電子データで回収する場合には、下記のサイ

トを参照してください。 
 

3. 住宅ローン控除の特例の見直し 

消費税率 10%への引き上げや新型コロナウイルスの影響を鑑み、住宅に対する

税制上の支援措置として創設された、控除期間を 13 年間に延長する特例措置がさ

らに期間延長されることになりました。適用対象となるのは以下の条件です。 
 

 ・契約期限： - 注文住宅  … 2020 年 10 月から 2021 年 9 月 

        - 分譲住宅等 … 2020 年 12 月から 2021 年 11 月 

 ・入居期限： 2021 年 1 月 1 日から 2022 年 12 月 31 日 
 

 住宅ローン控除の適用を受けるために添付が必要であった「住宅ローン控除申告書」については、今年か

ら電子データでの提出が可能になりました。 

 不明点等がございましたら各担当者にご質問ください。 
 

【参考】国税庁ホームページ 

・年末調整手続の電子化に向けた取組について： 

 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm 

・年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関する FAQ： 

 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/nencho_faq.pdf 

・源泉所得税の改正のあらまし： 

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021004-072.pdf 

経営 

情報 
電子化が進む？令和３年の年末調整に関わる変更点 文責：小林 


